
4 . 復 旧 対 策 �



【1】被災者の生活再建・産業復興対策�

　平成１６年の台風災害により、香川県では多大な被害を受けたが、被災者や被災地の１日も早い復旧・復興のため様々
な対策を実施した。また、それらの対策についての災害被災者支援広報も様々な媒体（ホームページ、新聞、ラジオ、�
テレビ、県広報誌等）を用いて行い、「被災者支援情報」の提供に努めた。�



　各機関が実施した生活再建・産業復興対策については、各台風により若干異なるが、台風２３号時に掲載・配布され
たチラシによりその内容を示す。�

台風２３号で被災された皆さまへのお知らせ�

平成16年11月10日現在　香川県広聴広報課�

○被災者の皆さまには、心からお見舞い申し上げます。�
○この度の台風被害に関する県、市町などの支援策のあらましをまとめましたので、ご参考にしてください。�
○詳しいことは、ご遠慮なく問い合わせ先へお尋ねください。�
○県のホームページにも詳細を掲載しています。�

●弔慰金の支給 など�

●県税の特例措置�

支援項目� 概　　　　要� 問い合わせ先�

災害弔慰金�
�
�
�
災害障害見舞金�
�
�
�
�
身体と心の�
相談窓口�
�
�
�
消毒方法などの�
相談窓口�
�

お住まいの市町又は�
県庁健康福祉総務課�
087-�
�
�
�
�
��
小豆総合事務所　0879-�
東讃保健福祉事務所　087-�
中讃保健福祉事務所　0877-�
西讃保健福祉事務所　0875-�
高松市保健センター（身体の相談）�
087-�
高松市保健所（心の相談）�
087-�
高松市保健所（消毒方法の相談）�
087-�
�
�

災害により死亡された方のご遺族に、弔慰金を支給します。�
・生計維持者の死亡は500万円�
・その他の者の死亡は250万円�
�
災害により負傷又は疾病にかかり、治ったときに一定の
障害が残った方に、見舞金を支給します。�
・生計維持者は250万円�
・その他の者は125万円�
�
被災された方の、身体と心の相談に応じます。�
�
�
�
�
被災家庭からの消毒方法等の相談に応じます。�
�

支援項目� 概　　　　要� 問い合わせ先�

減免等�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
納税の猶予�
�
�
納期限等の延長�
�

東讃県税事務所�
087-�
�
東讃県税事務所　自動車税課�
087-�
�
中讃県税事務所�
0877-�
�
西讃県税事務所�
0875-�
�
小豆総合事務所（税務課）�
0879-�
�

「自動車取得税」�
（１）災害により自動車が取得の日から１月以内に滅失又は損壊
　　したときは、全額減免されます。�
（２）災害により滅失又は損壊した自動車に代わる自動車（代替車）

を、災害がやんだ日から６月以内に取得したときは、代替車の
自動車取得税額を限度として、当該税額から被災した自動�
車の残価額に税率を乗じた額が減免されます。�

「自動車税」�
　自動車が災害により損害を受け、災害がやんだ日から６月以内
に修繕費（保険金などにより補てんされるべき金額を除く）を３０
万円以上要したときは、被災した自動車の１７年度の自動車税
額から、今年度の自動車税額の２分の１が軽減されます。�
　このほか、「個人事業税」や「不動産取得税」などについても
減免措置を設けています。�
�
　納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受
けたことにより、県税を一時に納税できないと認められるときは、
申請に基づき１年以内の期間に限り、納税が猶予されます。�
�
　災害を受けた方は、課税地の各県税事務所等に期限の延長
を申請し、承認を受けることにより、災害等の理由がやんだ日から
２月以内の範囲でその期限が延長されます。�
�



●住宅や家財が被害を受けた方への支援�

支援項目� 概　　　　要� 問い合わせ先�

災害救助法が適用された市町（※）の被災者に対して、避
難所の設置、食品・日用品（寝具等）・学用品の給与など
を行います。�
�
被災者生活再建支援法が適用された市町（※）の、住宅
が全壊した世帯等に対して、生活に必要な物品の購入費、
住宅を賃借する礼金等の支給をします。�
（最高限度額あり、年収等の要件あり）�
�
被災者生活再建支援法が適用された市町（※）の、住宅
が全壊又は大規模半壊した世帯等に対して、住宅の解
体除却・撤去・整地費、借入金等の利息、民間賃貸住宅
の家賃等の支給をします。　�
（最高限度額あり、年収等の要件あり）�
�
住居が全壊・半壊・家財の損害が3分の1以上又は世帯
主が1カ月以上の負傷を受けた世帯に対して、市町から
貸付をします。　・貸付限度額：最高350万円�

（例：家財の損害の場合は150万円を上限）�

・貸付条件：10年間（うち据置3年）�
・貸付利率：3％（据置期間中は無利子）�
・保証人が必要、所得制限あり�

�
家財の損害が3分の1未満又は上記の貸付制度の所得
制限要件を超える世帯に対して、市町から貸付ができる
よう、県独自の制度を設けています。�
　・貸付限度額：100万円（家財）�
　・貸付条件、貸付利率、保証人については上記と同じ�
なお、受付期間等については、各市町により異なります
ので、お住まいの市町にお問い合わせください。�
�
災害援護資金を借り受けた世帯の利子負担の軽減のた
め、市町が利子補給を行う場合に、県は、１．５％相当を限
度に、市町に対して助成します。�
（実質、０～１．５％の利子負担になります）�

なお、利子補給率などの具体的内容については、各市町
により異なりますので、お住まいの市町にお問い合わせく
ださい。�
�
大きな被害にあわれた被災世帯等に対して、寄せられた
義援金を市町を通じて配付します。�
�

お住まいの市町又は�
県庁健康福祉総務課�
087-�
�
�
�
�
�
�
�
（※）�

被災者生活再建支援法及び災害救助

法が適用された市町は、�
高松市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、
三木町、綾上町、綾南町、国分寺町、飯
山町の４市５町です。�
(11月４日現在）�
�

災害救助法によ
る応急救助�
�
�
被災者生活再建�
支援金（生活関
係経費）の支給�
�
�
被災者生活再建
支援金（居住関
係経費）の支給�
�
�
�
災害援護資金貸
付金�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
災害援護資金貸
付金（県の制度）�
�
�
�
�
�
�
災害援護資金貸
付利子補給�
�
�
�
�
�
�
義援金の配付�
�

※その他、社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の貸付制度があります。�



●学生・生徒への支援�

支援項目� 概　　　　要� 問い合わせ先�

災害救助法が適用された市町の、児童生徒の教科書に
被害があった場合、教科書の再給与が行われます。�
�
災害により被害を受け、その復旧のために経費を要する
など保護者の家計が著しく悪化し、授業料の支払が困難
である場合は、申請により、授業料（全日制月額9,300円、
定時制月額2,000円、通信制１単位690円）が免除される
場合があります。�
申請には、所得・課税証明書、罹災証明書、復旧に要し
た経費の分かる書類等が必要です。�
�
災害により被害があった教科書については、教科書発行
者から無償で配布されます。�
�
�
災害により被害を受け、その復旧のために経費を要する
など保護者の家計が著しく悪化し、授業料の支払が困難
であると校長が認める者でかつ知事が必要と認める者に
対し、授業料を月額11,300円軽減します。�
申請には、所得・課税証明書、罹災証明書、復旧に要し
た経費の分かる書類等が必要です。�
�
災害により被害があった教科書については、教科書発行
者から無償で配布されます。�
�
大学、短大、高校の学生・生徒が災害等により家計が急
変したため、緊急に奨学金を受ける必要が生じた場合は、
随時の申し込みにより、奨学金の貸与を受けられる場合
があります。�
奨学金を受けるための家計基準などは、通常の奨学金よ
り緩和されます。貸与金額は、通常の奨学金と同じです。
申し込み方法等、詳しくは右の日本学生支援機構にお問
い合わせください。�
【高校生の場合の貸与月額】�
・国公立：自宅１８，０００円　自宅外２３，０００円�
・私　立：自宅３０，０００円　自宅外３５，０００円�
�

教育委員会　義務教育課�
087-�
�
県教育委員会　高校教育課�
087-�
�
�
�
�
�
�
各県立高校�
�
�
�
各私立高校又は県庁総務学事課�
087-�
�
�
�
�
�
�
�
�
日本学生支援機構�
03-�
�

教科書の再給与�
（義務教育諸学校）�
�
授業料の減免�
（県立高校）�

�
�
�
�
�
�
教科書の配布�
（県立高校）�

�
�
授業料の軽減�
（私立高校）�

�
�
�
�
�
教科書の配布�
（私立高校）�
�
奨学金の貸与�
�



●中小企業者への支援�

支援項目� 概　　　　要� 問い合わせ先�

被害を受けた中小企業者からの相談等に応じます。�
県の経営支援課「中小企業相談窓口」�
�
地元の商工会議所及び商工会�
香川県信用保証協会 087-�
政府系金融機関�
　・国民生活金融公庫高松支店 087-�
　・中小企業金融公庫高松支店 087-�
　・商工組合中央金庫高松支店 087-�
�
●香川県災害対策特別融資�

　融資金額　3,000万円以内�
　資金使途　災害の復旧に必要な設備・運転資金�
　融資利率１．３％、信用保証料率０．９％�
　なお、最初の３年間分は保証料を免除します。�
●緊急経営改善資金融資�

●セーフティネット融資�
�
●小規模企業者等設備資金貸付�

●小規模企業者等設備貸与事業�

当該企業の被害状況等を調査の上、融資期間の延長、
償還猶予等の相談に応じます。�
�
国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央
金庫各高松支店、日本政策投資銀行四国支店（大企業
及び中堅企業）が実施する貸付制度があります。�
�

県庁経営支援課�
087-�
�
各商工会議所・商工会�

�
�

�
�
�
�
県庁経営支援課�
087-�
�
�
�
�
�
�
（財）かがわ産業支援財団�
設備資金助成課�
087-�
�
�
国民生活金融公庫高松支店�
087-�
中小企業金融公庫高松支店�
087-�
商工組合中央金庫高松支店�
087-�
日本政策投資銀行四国支店�
087-�
�

相談窓口の設置�
�
�
県以外の�
相談窓口�
�
�
�
�
�
中小企業振興融
資制度�
�
�
�
�
�
�
小規模企業者等
設備資金貸付・�
小規模企業者等
設備貸与制度�
�
政府系金融機関
の災害貸付制度�
�



●農業者への支援�

支援項目� 概　　　　要� 問い合わせ先�

申請により、既往債務の償還が猶予される場合がありま
す（償還期限の延長等）。�
�
融資の相談に応じています。�
　・経営再建費：当面の肥料等の生産資材あるいは簡�
易な補修費等に充てる費用�

　・収入減補てん費：災害等によって収入が減少した場�
合に生活資金等に充てる費用�

�
災害復旧及び再生産のために農業近代化資金を借り入
れた場合、０．２５％の上乗せ利子補給します。�
　・貸付限度額：個人1800万円、法人3600万円�
　・上乗せ補給期間：７年以内�
�
農地等の災害復旧相談に応じています。�
　・台風被害を受けた農地、ため池など農業用施設の災
害復旧事業の相談（申請窓口は市町）�

・台風被害を受けた農地海岸の災害復旧事業の相談�
�

県庁農業経営課�
087-�
東讃農業改良普及ｾﾝﾀｰ�
0879-�
小豆農業改良普及ｾﾝﾀｰ�
（小豆総合事務所農業改良普及課）�
0879-�
中讃農業改良普及ｾﾝﾀｰ�
0877-�
西讃農業改良普及ｾﾝﾀｰ�
0875-�
�
�
県庁土地改良課087-�
東讃土地改良事務所087-�
小豆総合事務所土地改良課�
0879- �
中讃土地改良事務所0877-�
西讃土地改良事務所0875-�

償還猶予�
�
�
融資相談�
�
�
�
�
�
近代化資金利子
助成金�
�
�
�
農地等の復旧相
談�
�

●漁業者への支援�

支援項目� 概　　　　要� 問い合わせ先�

申請により、既往債務の償還が猶予される場合がありま
す（償還期限の延長等）。�
�
災害等によって収入が減少した場合に、生活資金等に
充てる費用の融資相談に応じています。�
�
災害復旧及び再生産のために漁業近代化資金を借り入
れた場合、０．２５％の上乗せ利子補給します。�
　・貸付限度額：個人9000万円、法人1億8000万円�
　・上乗せ補給期間：７年以内�
�

県庁水産課�
087-�
�

償還猶予�
�
�
融資相談�
�
�
近代化資金利子
助成金�
�

●森林所有者への支援�

支援項目� 概　　　　要� 問い合わせ先�

●倒木の被害を受けた山林において、0.1ヘクタール以
上の区域で植栽した場合、植栽に要する経費に対し
補助金を交付します。�
●25年生以下の人工林で被害を受け、0.1ヘクタール以
上の区域で倒木起こしを行う場合、それに要する経費
に対し補助金を交付します。�
�

県庁みどり整備課�
087-�
�

造林補助�



●その他�

支援項目� 概　　　　要�

被災された外国人が、各種相談窓口に円滑にアクセスで
きるよう、言語面をはじめとした支援をします。�
　・県庁国際課(英語、韓国語)�
　・アイパル香川(英語、中国語、スペイン語)�
�
「清掃に来ました」「何か困っていることはありませんか」
などと、あたかも無料で行うサービスのように近づき、後で
法外な料金を請求する業者もありますので、よく確認しま
しょう。�
その場ですぐ契約せずに、慎重に検討しましょう。「今日
契約すれば半額にする」などと、契約を急がせる業者は
要注意です。�
「市から頼まれました」「消防署の方から来ました」など、
役所を名乗る電話勧誘や訪問販売も予想されますので、
注意しましょう。�

県庁国際課087-�
アイパル香川087-�
（毎週月曜日を除く）�
�
�
東讃県民センター 0879-�
小豆県民センター 0879-�
中讃県民センター 0877-�
西讃県民センター 0875-�
消費生活センター 087-�
�
高松市消費生活相談�
087-�
�

被災外国人のた
めの各種相談窓
口への橋渡し�
�
�
災害に便乗した
悪質商法に注意�
�

事　　項� 概　　　要�

１７年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

平成１６年の台風２３号等で被害
を受けた道路・河川・橋梁などの
公共施設災害の復旧、並びに早
急な応急対応などを行う。�
�
�
�
�
�
�
�
平成１６年の台風２３号等で被害
を受けた道路・河川・橋梁などの
公共施設災害のうち、小規模な
災害について復旧、並びに早急
な応急対応などを行う。�
�

平成１７年分
1,450,000千円
について、執
行を行う�

1,450,000�

�

�

�

�

�

�

平成１６年発生
災害公共土木施
設災害復旧事業�
�
�
�
�
�
�
�
�
平成１６年発生
災害公共土木施
設災害復旧事業�
�
�
�

【2】社会基盤施設等の復旧対策�

　平成１６年の台風災害により、道路交通網をはじめ、日常生活に欠かすことのできない生活基盤施設等が被災したこ  �
とから、その応急復旧に取り組み、復旧作業を進めてきた。�
以下に、土木関連及び農林関連の事業等について示す。�

河川砂防関連�

（千円）�

１６年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

平成１６年分
8,979,585千円
について、執
行を行う。�
�
�
�
�
�
�
�
平成１６年とし
て50,272千円
について、執
行を行う。�
�

8,979,585�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

50,272�

�

�

�

�
�

（千円）�

問い合わせ先�

区 分 �
河 川 �
道 路 �
海 岸 �
砂 防 �
橋 梁 �
合 計 �
�

事業費（千円）�
7,990,839 �
2,894,184 �
117,636 �
12,306 �
195,896 �

11,210,861 �
�

（H17.7現在）�

公共土木施設関係�

以下に、土木関連及び農林関連の事業等について示す。



事　　項� 概　　　要�

１７年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

台風16号等で被害を受けた道路・
河川・港湾など公共施設災害の
うち、道路の崩土・倒木や河川の
埋塞の除去など、災害復旧の基
準に満たない小規模な被災の復
旧、並びに早急な応急対策などを
行う。�
�
台風23号に伴う出水により、激甚
な被害を受けた春日川において、
一連区間の再度災害を防止する
ため、平成16年12月に事業採択
を受け、平成21年度までの6箇年
計画で重点的に整備する�
�
台風23号に伴う出水により、激甚
な被害を受けた湊川において、被
災箇所を含む一連区間の再度
災害を防止するため、平成17年2
月に事業採択を受け、平成18年
度までの3箇年計画で、災害復旧
工事と併せた河川改修を行う。�
�
放置すれば次期出水により下流
に被害を及ぼす恐れがある渓流
において、緊急的に砂防施設の
整備を実施する。�
�
土石流により甚大な被害が発生
した東讃と西讃の２地区において、
再度災害を防止するため、一定
期間内に一定計画に基づき対策
工事を実施する。�
�
�
豊浜町東部から大野原町にかけ
ての土砂災害危険箇所をカバー
するよう、雨量観測局を設置する。�
�
�
�
�

H16に引き続き、
測量設計や用
地買収を行う�
�
�
�
�
�
H16に引き続き、
用地買収を推
進し、工事に
着手する�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
東讃地区�
ダム工１２箇所、
流路工７箇所�
西讃地区�
ダム工５箇所、
流路工７箇所�
�
雨量観測局設
置１局�
�
�

500,000�

�

�

�

�

�

�
�

21,600�

�

�

�

�

�
�

860,000�

�

�

�

平成16年台風16
号等災害復旧単
独事業�
�
�
�
�
�
河川激甚災害対
策特別緊急事業�
�
�
�
�
�
河川等災害関連
事業�
�
�
�
�
�
�
災害関連緊急砂
防事業�
�
�
�
砂防激甚災害対
策特別緊急事業�
�
�
�
�
�
砂防系雨量観測
局の増設�
�
�
�
�

河川砂防課関連�

（千円）�

１６年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
H17に�
C=193,600を
明許繰越し、
測量設計や用
地買収を行う�
�
�
H17に�
C=89,600を明
許繰越し、用
地買収を行う�
�
�
�
�
東讃地区�
８渓流�
西讃地区�
11渓流�
�
�

547,513�

�

�

�

�

�

�
�

200,000�

�

�

�

�

�
�

93,600�

�

�

�

�

�

�
�

3,448,000�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

10,000�

（繰越）�

�

�

�

�

�

�

（千円）�

区分�
河川�
道路�
海岸�
砂防�
橋梁�
合計�
�

事業費（千円）�
7,990,839 �
2,894,184 �
117,636 �
12,306 �
195,896 �

11,210,861 �
�

（H17.7現在）�



（H17.7現在）�

事　　項� 概　　　要�

１７年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

・港湾関係公共土木施設の災害
復旧を行う（8港24箇所）�
�
�
�
�
�
�
�
�
・高松市、坂出市、丸亀市、東か
がわ市、詫間町、土庄町、多度津
町における港湾関係公共土木施
設の災害復旧を行う（15港30箇所）�
�
�
�
�
�
�
�
�
・台風16号、21号、23号に係る市
町村監督事務費�
�
�
�
�
�
�
・採択条件にのらない港湾関係
公共土木施設の災害復旧を行う�
�

・平成16年災
全工事発注済�
・平成17年度
過年発生災害
再調査の結果
に基づき、平成
17年度分につ
いて8月頃国に
交付申請予定�
�
・平成16年災
全工事発注済�
・平成17年度
過年発生災害
再調査の結果
に基づき、平成
17年度分につ
いて8月頃国に
交付申請予定
（東かがわ市、
土庄町分）�
�
・平成17年度
過年発生災害
再調査の結果
に基づき、平成
17年度分につ
いて8月頃国に
交付申請予定�
�
�

26,996�

9,977�
�
�
�
�
�
�
�
�

21,999�

5,081�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

400�

�
�
�

港湾関係土木災
害復旧事業費�
（補助外含む）�
�
�
�
�
�
�
�
市町港湾関係土
木災害復旧事業
費�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
災害復旧事業市
町村指導監督事
務費�
�
�
�
�
�
台風16号等災害
復旧土木単独事
業費�

港湾関連�

（千円）�

１６年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

・緊急箇所は
応急本工事ま
たは応急仮工
事済�
・11/29～12/3
災害査定終了�
・査定完了後
随時工事発注�
�
�
・高松市、坂出
市、丸亀市、詫
間町、土庄町
（一部）、多度
津町における
港湾関係災害
復旧事業�
�
�
�
�
�
�
�
�
・災害査定に
より額が決定
後に平成16年
度分について
国から交付さ
れ執行中�
�
�

176,083�
129,356�

�
�
�
�
�
�
�
�

170,354�

62,203�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

3,447�

�

�

�

�

�

�
�

125,627�
�

（千円）�



（H17.7現在）�

（H17.7現在）�

事　　項� 概　　　要�

１７年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

被災した都市公園施設を、国の
支援を受けて復旧を行う。�

１７年度前半で
全ての繰越工
事箇所を完了
させる予定。�

�都市公園災害復
旧事業�

都市計画関連�

（千円）�

１６年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

県内１４の都市
公園で２８箇所
の被災を受け
た。�
早期に利用再
開ができるよう、
平成１６年度中
に全箇所の工
事発注を済ま
せ、７箇所は１
６年度中に工
事を完了させ、
２１箇所は１７
年度に繰越工
事とした。�
�

319,147�

104,818�
�

（千円）�

事　　項� 概　　　要�

１７年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

●公共土木施設（下水道）の災
害復旧を行う�
�
�
�
�
�
�
●浸水被害を受け、市町が緊急
に排水機能の強化を図る場合、
県費による助成を行う。�
（補助率3/10）�
�

●16年度から
の繰り越し事
業�
（286,859千円）
執行中�
�
�
�
●事業執行中�
�
�

ー�

ー�
�

�

�

�

�

�
�

62,400�

�
�

公共土木施設災
害復旧事業費
（下水道）�
５６２，２７６�
（３６５,４７６ ）�
（単位：千円）�
�
�
緊急小規模都市
下水路補助事業�
６２，４００�
（単位：千円）�
�
�

下水道関連�

（千円）�

１６年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

●緊急箇所は
応急工事済み�
●10/31～1/7
順次災害査定
終了�
●査定終了後、
事業執行中�
�

508,612�

53,664�
�

（千円）�

区　分�
下水道�

災害箇所�
4市3町 16カ所�

対象市町�
4市４町 



事　　項� 概　　　要�

１７年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

●台風６号、２３号による県立大
川体育館の被災復旧�
・被害調査検討委員会の設置�
・補強及び復旧工事�
�
�
�

�

●台風１６号による土庄高校の被
災復旧�
�
�

�

●台風２３号による石田高校の被
災復旧�
�
台風１６号、２３号による各高校の
被災復旧�
�
�
●台風２３号による香川東部養護�
学校合併浄化設備の被災復旧�
・浄化槽修理�
�
�
�
�
●台風２３号による高松養護学校
教室棟（中館）の被災復旧�
・床修理�
�

�

●県立総合水泳プール受水槽
他設備改修�
�
●６号�
・北館電気室復旧工事�
●２３号�
・屋根復旧�
�
�

� �都市施設災害復
旧費�
�
�
�
�
�

�

学校施設災害復
旧費�
�
�

�

〃�
�
�

〃�
�
�

�
〃�
�
�
�
�
�

�
〃�

�
�
�

�

体育施設費�
�
�
県民ホール事業
管理運営費�
�
�

建築関連�

（千円）�

１６年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

●復旧工事等�
・飛散財の撤
去�
・屋根の補強
及び復旧工事�
・床改修�
・設備復旧�

�

●復旧工事等�
・床改修工事�
・電気、放送、
空調改修工事�

�

●復旧工事等�
・法面復旧工事�
�
●復旧工事等�
・雨漏り修繕�
・屋根は損等�
�
●復旧工事等�
・汚水処理�
・浄化槽制御
盤修理�
・浄化槽曝気
ブロアー取替�
�
●復旧工事等�
・教室床財張
替え�
・テラスかさ上げ�
�
�
�
�
�
�

23,152�

59,053�
�

�

�

�

�
�

13,265�

71�
�

�
�

1,743�

3,091�
�

�

9,445�
�

�
693�

473�
�

�

�

�
�

2,297�

1,116�
�

�

�
�

19,077�
�

�

28,689�
�

�

（千円）�

（H17.7現在）�



事　　項� 概　　　要�

１７年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

台風、高潮、地震などの被害の際、
災害対策本部が設置された場合
に、住居の床上浸水以上（震災
の場合は現段階では未定）の罹
災証明が発行される被災者に対
して、空き室の状況を勘案し、県
内の県営住宅への一時入居を
認める�

� �台風等の災害に
よる住宅の被災
者に対する支援�

住宅関連�

（千円）�

１６年度�

措 置 状 況 �
事業費［補助］�
事業費［単独］�

�

県営住宅　　
54戸受入準備�
木太コーポラス
　33戸�
国分寺　10戸�
牟礼　5戸�
宇多津　3戸�
常磐　3戸��
その他修繕�
�

�

入居受入�
8,150�
修繕費�
43,950�

�

（千円）�

（H17.7現在）�



� �

被害報告�

箇　所� 金　額� 箇　所� 金　額� 箇　所� 金　額�

申　　請�
区　　分�

査　　定�
査定率�

93.5�
�

94.0�
�

93.2�
�

96.9�
100�

76.7

10,922�
�

3,909�
�

7,013�
�

413�
10�

60

11,681�
�

4,160�
�

7,521�
�

426�
10�

78

4,363�
�

2,052�
�

2,311�
�
16�
2�

3

22,096�
�

8,663�
�

13,433�
�

682�
21�

114

10,296�
�

7,451�
�

5,445�
�
20�
2�

3

（4,307）�
9,540 �

（2,007）�
5,942 �

（2,300） 
3,598 �

16 �
2 �

3
�

査定結果総括表�

農地・農業用施設関係�

年度別実施状況一覧表� （単位：千円）�

農地・農業用施設�
�

農 地 �
�

農業用施設�

県 管 理 海 岸 �
市 町 管 理 海 岸 �

団体営生活関連�
農 村 環 境 施 設 �
�

団 体 営 農 地�
団体営農業施設�
査定設計委託費�

小　計�
県 営 海 岸 施 設 �
県営流木処理対策�

小　計�
県営・農業施設�

災 害 関 連 農 村 �
生 活 環 境 施 設 �

計�
�

H 1 6災害全体�
( 査定決定額 ) �
〔県予算換算額〕�

3,871,434　�
7,144,080　�
298,761　�

11,314,275　�
433,327　�
3,400　�
436,727　�
51,208　�

27,718　�
　�

11,829,928　�
�

内
　
訳�

上段（　）書きは査定件数、下段は１ヶ所扱いの枝数をカウントした実際の件数�

事業区分� 備　考�
Ｈ１８年度�

事業費� 進度率�
％�
�

累計�
％�
�

事業費� 進度率�
％�
�

累計�
％�
�

事業費� 進度率�
％�
�

Ｈ１７年度�Ｈ１６年度�

2,656,693�
5,216,448�
298,761�
8,171,902�
63,763�
3,400�
67,163�
45,817�

27,718�
�

8,312,600�
�

68.6�
73.0�
100�
72.2�
14.7�
100�
15.4�
100�

100�
�

70.3�
�

1,114,119�
1,815,640�

－�
2,929,759�
358,430�

－�
358,430�

－�

－�
�

3,288,189�
�

28.8�
25.4�
－�
25.9�
83.0�
－�
83.0�
－�

－
�
�
27.8�
�

97.5�
98.4�
－�
98.2�
97.6�
－�
97.6�
－�

－
�
�
98.0�
�

100,622�
111,992�

－�
212,614�
11,134�
－�

11,134�
－�

－�
�

223,748�
�

2.6�
1.6�
－�
2.6�
2.4�
－�
2.6�
－�

－�
�
1.9�
�

100�
100�
－�
100�
100�
－�
100�
－�

－�
�
100�
�

�
�
�
�
�

H16完了�
�

H17繰越�
�
�

＊平成16年度災害復旧事業�
　災害復旧事業は原則として3ヶ年の復旧であり、その復旧に対する国からの予算割当は85％、10％、5％となっている。復旧初年度となる平成16年度予算割当は査定総
額（県予算換算額）118億2千万円余に対し、70％に当たる83億1千万年余の割当を受け、鋭意復旧にあたっている。16年災害は10月下旬まで災害が発生し国による現地
査定が年明けの1月下旬まで行われたこと、国からの予算割当が3月10日になったこと、さらには災害が県内全域で発生し、河川や道路などの公共施設なども甚大な被害を
受けており、請負業者の数や施工能力にも限界があることなどに伴い、割当予算の殆ど全額を17年度へ繰越せざるを得なくなった。�
　しかしながら、特に緊急に復旧が必要な地区については、市町などにおいて交付決定前着工の制度を活用して復旧は行われたものの、県全体で査定額に対して約3割
程度の発注となった。（Ｈ17.3.9現在）�
＊平成17年度災害復旧事業�
　平成17年度の災害復旧事業予算としては、約33億円を県予算に計上しており、17年度末までの進度率は、98％となっている。現在、市町においては査定設計書から実
施設計書への組み替えが行われており、17年度でほぼ完了できる見込みとなっている。�
　また、県営海岸施設の災害復旧は潮待ちやのり養殖による限定された工事期間のため、18年度までの3ヶ年を要する計画となっている。�
＊小災害復旧事業の実施状況�
　一箇所当たりの復旧事業費が40万円以下で国庫補助の対象とならない小災害については、一定の条件下で市町が事業主体となって起債により復旧できることとなっ
ている。�
　しかしながら、平成16年発生災害の適用については、国庫補助対象の災害の現地査定が平成17年の1月下旬まで延伸されて行われたこと、小災害の取りまとめ期間が
16年12月中旬までと短期間であったことなどから、被災市町がこれまでの大災害時に実施していた起債による小災害復旧事業への取り組みが困難であった。�
　このため、被災市町においては市町独自の支援制度や制度創設により小災害の復旧に対する農家支援を行った。�
�

（単位：百万円、％）



事業区分� 事業内容� 復旧状況�
実施市町�
戸　　数�

�

総事業費�
（千円）�

補助金額�
（千円）�

家畜排せつ物処理施設等復旧�

畜産関係�

畜産環境整備特別�
対 策 事 業 �
〔 単 県 事 業 〕�
�

家畜排せつ物処理
施設等復旧工事�

堆肥舎基礎土台復旧１戸、堆
肥舎進入路復旧２戸、堆肥舎
屋根復旧１戸、堆肥舎排水路・
コンクリート舗装１戸、進入路造
成１戸、堆肥舎法面復旧１戸�

1市4町�
7戸�
�

18,083 7,745

＊平成１６年度に発生した台風等により被害を受けた家畜排せつ物処理施設等について、地域の生活環境への影響を防止するとともに良質堆肥等の農地還元による土�
づくりを促進するため、復旧整備を支援した。�

原因� 備　　考�
被　害��
箇所数�

被害額��
（千円）�

災害査定��
箇 所 数�

災害査定金額��
（千円）�

８/４～５�

８/17～18�

９/28～29�

�

10/19～20

東かがわ市�

大野原町、観音寺市�

大野原町、山本町�
観音寺市、豊浜町、仲南町�

別記�

�

0�

134,010�

284,230�

�

1,259,272�

1,677,512

0�

17�

48�

�

187�

252

3,300�

162,420�

362,440�

�

1,918,551�

2,446,711

3�

54�

122�

�

326�

505

台風11号�

台風15号�

台風21号�

�

台風23号�

事業区分�

県�

申　請�

金　額�

決　定�

市町�

申　請� 決　定�

計�

申　請� 決　定�

水産関係公共土木施設災害復旧事業等の査定申請と決定�

（１）林地被害の復旧対策�

漁港・漁場関係�

森林関係�

＊県及び市町管理の漁港等における災害は72箇所発生し、そのうち71箇所(県2箇所、市町69箇所)が災害復旧事業として採択となった。その内訳は、県が管理の漁業用�
施設が2箇所、市町管理では海岸19箇所、漁港50箇所となっており、早急な復旧が望まれ査定決定後随時発注してきたところである。そのうち、池田町の室生漁港海岸で�
は、海岸保全施設整備事業との合併による高潮対策工事を実施する。�
�
�

※別記：東かがわ市、さぬき市、塩江町、香川町、綾上町、綾歌町(綾南町)、宇多津町、琴南町、仲南町、満濃町、財田町�
�
�

（単位：千円）�

箇
所
数�

金　額�
箇
所
数�

金　額�
箇
所
数�

金　額�
箇
所
数�

金　額�
箇
所
数�

金　額�
箇
所
数�

165,585�
453,146�
45,870�
664,601�

�

19�
50�
2�
71�
�

205,485�
622,819�
45,870�
874,174�

�

19�
51�
2�
72�
�

165,585�
453,146�

�
618,731�

�

19�
50�
�
69�
�

205,485�
622,819�

�
828,304�

�

19�
51�
�
70�
�

�
�

45,870�
45,870�

�

�
�
2�
2�
�

�
�

45,870�
45,870�

�

海　岸�
漁　港�
漁業用施設�
合　計�
�

�
�
2�
2�
�

　林地被害は県下一円に及んでいるが、そのうち緊急に復旧する必要のある東かがわ市・豊浜町など２市４町9箇所に
ついて、平成１６年度中に災害関連緊急治山事業の工事に着手したほか、１６年度国庫補助の補正をうけ、東かがわ市
など２市３町で５箇所の治山事業を実施している。�

（2）林道施設災害の復旧対策�

　林道の管理主体が市町であることから、復旧計画は市町において策定した。暫定法に基づく林道施設災害にかかる
被害発生市町は、16市町に及んでおり、林道施設の災害査定により２５２箇所の復旧計画が決定された。このうち緊急
性の高い箇所については、国の承認を得て事業費決定前に指令前着工するなど、早期復旧に努めた。�
　復旧計画期間は、平成１６～１８年度で計画しており、期間内の早期復旧を目指している。また、その他の小規模な災
害復旧については単独県費補助事業、市町単独事業で対応することとしている。�

計�



　被災者への支援や災害復旧を円滑かつ迅速に行うため、平成１６年９月９日及び１０月２２日に、政府調査団が来県し
た際、「被災者等に対する早急な応急措置と措置内容の充実」、「公共施設等災害復旧事業の早期採択」、「被災者
支援対策の早期適用と充実」などについて、要望を行った。以下に平成１６年９月９日及び１０月２２日の要望書を示す。�

【3】国への要望�

平成１６年台風１６号に関する被害に係る国への要望事項について�
平成１６年９月９日　香　川　県�

１　応急措置について�
�
○災害救助法等の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省）�
　　災害救助法による救助について、救助に係る費用の限度額を引き上げること。また、災害援護資金の利率の
引き下げを検討すること。��
○防疫活動に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省）�
　　市町が行う感染症予防のための薬剤散布等の防疫活動に係る費用については、国において財源措置する
こと。��
○災害廃棄物処理に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（環境省）�
　　市町が行う災害廃棄物処理事業について国庫補助採択するとともに、補助対象となる経費の拡大と補助
率の引き上げ措置を講じること。�
　　被災市町の要請により協力を行った周辺市町の経費についても補助対象とすること。�
�
２　災害復旧について�
�
○公立学校施設の災害復旧に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文部科学省）�
　　公立学校の校舎やグランドの復旧事業について公立学校施設災害復旧費国庫補助事業として早期採択
を行うこと。��
○社会福祉施設の復旧に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省）�
　　被災した老人福祉センター、障害者福祉施設、保育所などの社会福祉施設・設備の復旧事業について、災
害復旧費国庫補助事業の早期採択を行うこと。��
○農業被害に対する復旧対策事業の創設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　台風、特に塩水の流入や潮風による被害を受けた野菜産地の再整備及び枯死した果樹の改植事業を創設
すること。��
○農地・農業用施設等災害復旧事業の早期採択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　農地、農業用施設及び農地海岸災害の早期復旧を図るため、災害復旧事業の早期採択を行うこと。� �
○漁業用施設、共同利用施設の災害復旧事業の補助率引き上げと査定基準の緩和　　　　　（農林水産省）�
　　漁業用施設、共同利用施設の災害復旧事業の補助率を引き上げるとともに、査定基準を緩和すること。��
○漁港の災害復旧方法の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　漁港施設災害復旧事業のうち、被災箇所の復旧方法について、原形復旧ではなく、災害に強い工法の採
用を認可すること。�



○道路、河川、砂防、港湾、都市公園、下水道、公営住宅等の公共土木施設の災害復旧に対する支援　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省）�
　　被災した道路、河川、砂防、港湾、都市公園、下水道、公営住宅等の公共土木施設の復旧について、復旧
事業および改良事業の早期採択を行うこと。��

○自然公園等施設整備補助制度における災害復旧の採択要件の緩和　　　　　　　　　　　　　（環境省）�
　　国立公園等の災害復旧について、採択基準額を緩和すること。�
�
３　被災者支援について�
�
○被災者生活再建支援制度の改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府）�
　　高潮による住家被害の多くは、床上・床下浸水によるものであるが、被災者生活再建支援制度の対象になっ
ておらず、また対象となる半壊についても一定条件の場合に限られているため、被害の実態にあった十分な対
応ができるよう、現行制度の改正・改善を行うこと。��

○被災農家に対する共済金の支払　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　水稲や果樹などに大きな被害が発生した農家に対して、一刻も早い経営安定のため、共済金の早期支払を
行うこと。��
○天災融資法の適用と被災農業者の既貸付金に係る貸付条件の緩和　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　農作物等の被害の早期復旧と被災農業者の経営の安定を図るための天災融資法の適用、被災農業者の
既貸付金に係る貸付条件の緩和措置を講じること。��
○沿岸漁業経営安定資金の融資枠の拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　のり養殖加工施設等の早急な復旧を図るため、沿岸漁業経営資金の貸付限度額の引き上げ措置を講じる
こと。�　　�
○中小企業者に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経済産業省）�
　　建物の損壊、機械設備や原材料の使用不能化、商品の販売不能化など、被災した中小企業者の早期復旧
や経営安定を図るため、金融をはじめとする支援を行うこと。�
　　また、突発的災害（自然災害等）の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するため、セ
ーフティネット保証制度（中小企業信用保険法第2条第3項第4号）の指定を行うこと。�
�
４　その他�
�
○消防車両整備等に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務省）�
　　冠水により使用不能となった消防車両の代替車両の整備について国庫補助採択すること。��
○被災者に対する市町村税等の減免措置及び災害対応に係る各種経費に対する財政支援�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務省・厚生労働省）�
　　被災者に対する固定資産税等の減免措置に係る特別交付税による補填を行うとともに、国民健康保険料（税）
の減免措置を講じた場合、多大な減免額になることが予想されるため、災害に対する特別調整交付金を適用
すること。��
○海岸高潮対策の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （農林水産省・国土交通省）�
　　離島海岸高潮対策事業の国庫補助率を大幅に引き上げること。また、今回発生したような高潮に対応できる
よう、海岸施設の整備、防潮ゲートの整備を行うこと。��
○気象観測・予報体制の充実強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省）�
　　災害予防対策の充実強化を図るため、記録的な短時間集中豪雨及び異常潮位の観測体制、予報体制の
充実強化を行うこと。�
�
�



平成１６年台風２３号に関する被害に係る国への要望事項について�
平成１６年１０月２２日　香　川　県�

１　被災者等に対する早急な応急措置と措置内容の充実について�
�
○災害救助法等の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省）�
　　災害救助法による救助について、救助に係る費用の限度額を引き上げること。また、災害援護資金の利率の
引き下げを検討すること。��
○防疫活動に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省）�
　　市町が行う感染症予防のための薬剤散布等の防疫活動に係る費用については、国において財源措置する
こと。��
○災害廃棄物処理に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（環境省）�
　　市町が行う災害廃棄物処理事業について国庫補助採択するとともに、補助対象となる経費の拡大と補助
率の引き上げ措置を講じること。�
�
２　公共施設等災害復旧事業の早期採択等について�
�
○公立学校施設の災害復旧に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文部科学省）�
　　公立学校の校舎やグランドの復旧事業について公立学校施設災害復旧費国庫補助事業として早期採択
を行うこと。��
○社会福祉施設の復旧に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省）�
　　被災した老人福祉施設、障害者福祉施設、保育所などの社会福祉施設・設備の復旧事業について、災害
復旧費国庫補助事業の早期採択を行うこと。��
�
○農業被害に対する復旧対策事業の創設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　台風、特に潮風による被害を受けた野菜産地の再整備及び枯死した果樹の改植事業を創設すること。��
○農地・農業用施設、林業施設等災害復旧事業の早期採択　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　農地・農業用施設、林業施設及び農地海岸災害の早期復旧を図るため、災害復旧事業の早期採択を行う
こと。��
○漁業用施設、共同利用施設の災害復旧事業の補助率引き上げと査定基準の緩和　　　　　（農林水産省）�
　　漁業用施設、共同利用施設の災害復旧事業の補助率を引き上げるとともに、査定基準を緩和すること。��
○漁港の災害復旧方法の見直し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　漁港施設災害復旧事業のうち、被災箇所の復旧方法について、原形復旧ではなく、災害に強い工法の採
用を認可すること。�
　　流木等の処理事業については、範囲が泊地内に限定されているが、漁港区域全体を対象とすること。��
○道路、河川、砂防、港湾、都市公園、下水道、公営住宅等の公共土木施設の災害復旧に対する支援　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省）�
� 被災した道路、河川、砂防、港湾、都市公園、下水道、公営住宅等の公共土木施設の復旧について、復旧
事業および改良事業の早期採択を行うこと。



３　被災者支援対策の早期適用と充実について��
○被災者生活再建支援制度の改善　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府）�
　　被災した住家被害で、床上・床下浸水によるものは、被災者生活再建支援制度の対象になっておらず、また
対象となる半壊についても一定条件の場合に限られているため、被害の実態にあった十分な対応ができるよう、
現行制度の改正・改善を行うこと。��

○被災農家に対する共済金の支払　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　果樹などに大きな被害が発生した農家に対して、一刻も早い経営安定のため、共済金の早期支払を行うこと。��
○天災融資法の適用と被災農業者の既貸付金に係る貸付条件の緩和　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　農作物等の被害の早期復旧と被災農業者の経営の安定を図るための天災融資法の適用、被災農業者の
既貸付金に係る貸付条件の緩和措置を講じること。��
○沿岸漁業経営安定資金の融資枠の拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省）�
　　養殖加工施設等の早急な復旧を図るため、沿岸漁業経営資金の貸付限度額の引き上げ措置を講じること。�　　�
○中小企業者に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （経済産業省）�
　　建物の損壊、機械設備や原材料の使用不能化、商品の販売不能化など、被災した中小企業者の早期復旧
や経営安定を図るため、金融をはじめとする支援を行うこと。�
�
４　その他��
○消防車両整備等に対する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （総務省）�
　　冠水により使用不能となった消防車両の代替車両の整備について国庫補助採択すること。�　　　�
○被災者に対する県税、市町村税の減免措置及び災害対応に係る各種経費に対する財政支援�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務省・厚生労働省）�
　　被災者に対する県税、市町村税の減免措置に伴う減収額及び災害復旧事業、災害対策関連事業に伴う財
政需要について、特別交付税の配分に特段の措置を講じること。また、国民健康保険料（税）の減免措置を講
じた場合、多大な減免額になることが予想されるため、災害に対する特別調整交付金を適用すること。��
○気象観測・予報体制の充実強化　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　（国土交通省）�
　　災害予防対策の充実強化を図るため、記録的な短時間集中豪雨及び異常潮位の観測体制、予報体制の
充実強化を行うこと。�
�



　国民経済に著しい影響を及ぼし，かつ，当該災害による地方財政の負担を緩和し，又は被災者に対する特別の助成
を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には，中央防災会議が定める基準に基づき，当該災害を政令で
「激甚災害」に指定し，災害復旧事業に対する国の補助率のかさ上げ等，特別な助成措置を講じ，地方公共団体や被
災者の負担軽減がなされている。�
　平成１６年の台風災害については、台風１０号、１１号、１６号、１８号、２１号、２３号が激甚災害指定基準に基づき指定
され、台風１５号については、三豊郡大野原町、山本町が局地激甚災害指定基準に基づき激甚災害として指定された。�

　香川県・日本赤十字社香川県支部・香川県共同募金会等が募集した災害義援金を、被災市町を通じて、被災世帯
に贈呈した（歳計外現金扱）。�

【4】激甚災害の指定�

　市町が災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）及び市町条例に基づき、対象となる災害により
死亡した者の遺族に対し、弔慰金の支給を行った。�

【5】災害弔慰金の状況�

　市町が災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）及び市町条例に基づき、対象となる災害により
住家に被害を受けた世帯に対し、災害援護資金の貸付を行った。また、国の制度を補完するため、単県による貸付制
度及び利子補給制度を創設した。�

【6】災害救護資金貸付金の状況�

【7】義援金の募集・配分�

義 援 金 総 額 �

�

実 施 主 体 �

�

配 分 委 員 会 �

�

募 集 期 間 �

�

取 扱 窓 口 �

�

対 象 災 害 �

支 給 総 額 �

支 給 対 象 数 �

台風15号、台風16号、台風23号�

33,750千円(国1/2･県1/4･市町1/4)�

16名（台風15号　4名、台風16号　1名、台風23号　11名）�

177,190,992円（台風16号：64,490,464円、台風23号：112,700,528円）　�

各市町への配分額は別表のとおり（配分額は、配分委員会において決定）�

香川県、日本赤十字社香川県支部、（福）香川県共同募金会、ＮＨＫ高松放送局、ＮＨＫ厚生文化

事業団�

香川県、日本赤十字社香川県支部、（福）香川県共同募金会、ＮＨＫ高松放送局、四国新聞社、�

西日本放送（株）、香川県市長会、香川県町村会、（福）香川県社会福祉協議会�

台風16号：平成16年9月3日～平成16年11月2日�

台風23号：平成16年10月22日～平成16年11月30日�

金融機関：指定銀行（百十四銀行本支店・香川銀行本支店）及び郵便局�

上記以外：日赤県支部・県共募・ＮＨＫ高松放送局の各窓口�

�

適 用 災 害 �

貸 付 総 額 �

�

貸 付 対 象 世 帯 �

�

台風16号、台風23号など�

国の制度　537,484千円(国2/3･県1/3)�
単県制度　63,783千円（県のみ）�

国の制度　404世帯�
(台風16号　292世帯、台風23号　112世帯)�
単県制度　68世帯�
(台風16号　39世帯、台風21号　1世帯、台風23号　28世帯)�
�


